
 

 

 

 

 

令 和 ３ 年 度 

 

 

 

 

阿波市特別会計予算書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徳 島 県 阿 波 市 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

令 和 ３ 年 度 

 

 

 

阿波市御所財産区特別会計予算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徳 島 県 阿 波 市 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 議案第６号 

 

令和３年度阿波市御所財産区特別会計予算 

 

 令和３年度阿波市の御所財産区特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１７，０１７千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表歳入歳出予算」による。 

 （歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は，次のとおりと定める。 

 (1) 各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費

の各項の間の流用 

 

 

     令和３年２月１５日提出 

 

                   阿波市長  藤 井 正 助 
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予 算 に 関 す る 説 明 書
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令 和 ３ 年 度 

 

 

 

阿波市国民健康保険特別会計予算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徳 島 県 阿 波 市 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 議案第７号 

 

令和３年度阿波市国民健康保険特別会計予算 

 

 令和３年度阿波市の国民健康保険特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ４，４６５，５７７千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，

２００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は，次のとおりと定める。 

 (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内での

これらの経費の各項の間の流用 

 

 

     令和３年２月１５日提出 

 

                   阿波市長  藤 井 正 助 
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予 算 に 関 す る 説 明 書
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-21-



-22-



-23-



-24-



-25-



-26-



-27-



-28-



-29-



-30-



-31-



給　与　費　明　細　書

１．特別職

期末手当
（千円）
年間支給率
（月分）

長 等

議 員

その他の
特 別 職

16 199 199 199

計 16 199 199 199

長 等

議 員

その他の
特 別 職

16 199 199 199

計 16 199 199 199

長 等

議 員

その他の
特 別 職

0 0 0 0

計 0 0 0 0

備 考報 酬
（千 円）

給 料
（千円）

そ の 他
の 手 当
（千円）

計
（千円）

職員数
（人）

給 与 費

共 済 費
（ 千 円 ）

合 計
（千円）

本

年

度

前

年

度

比

較

区 分
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２．一般職

（１）　総括

報 酬
（千円）

給 料
（ 千 円 ）

職員手当
（千円）

計
（千円）

(0)

10 38,475 22,618 61,093 12,889 73,982

(0)

10 37,834 23,181 61,015 12,241 73,256

(0)

0 641 △ 563 78 648 726

備考　(　)内は、再任用職員数

区 分
扶養手当
（千円）

住 居 手 当
（ 千 円 ）

通勤手当
（千円）

時間外勤務手当

（千円）
管理職手当
（ 千 円 ）

期末勤勉手当
（ 千 円 ）

児童手当
（千円）

本 年 度 1,158 707 651 2,630 797 16,003 600

前 年 度 1,236 743 651 3,140 797 15,942 600

比 較 △ 78 △ 36 0 △ 510 0 61 0

区 分
管理職特別
勤 務 手 当
（ 千 円 ）

特殊勤務手当
（ 千 円 ）

その他の手当
（ 千 円 ）

地域手当
（千円）

本 年 度 72

前 年 度 72

比 較 0

（２）　給料及び職員手当の増減額の明細

区 分
増 減 額
（千円）

641

区 分
増 減 額
（千円）

△ 177

△ 386

増減事由別内訳（千円）

比 較

給 料

職 員 手 当

641

△ 563

給与改定に伴う増減分

その他の増減分

昇給に伴う増減分

説 明 備 考

異動等による増

備 考区 分

職 員 手 当
の 内 訳

増減事由別内訳（千円） 説 明 備 考

職 員 数
（ 人 ）

給 与 費

本 年 度

前 年 度

共 済 費
（千円）

合 計
（千円）

制度改正に伴う増減分

その他の増減分 異動等による減

給与改定率      %

-33-



（３）　給料及び職員手当の状況

　ア　職員１人当たり給与

一 般 行 政 職

平 均 給 料 月 額 （ 円 ） 320,617

平 均 給 与 月 額 （ 円 ） 348,817

平 均 年 齢 （ 歳 ） 42.1

平 均 給 料 月 額 （ 円 ） 315,282

平 均 給 与 月 額 （ 円 ） 344,432

平 均 年 齢 （ 歳 ） 42.1

　イ　初任給

区 分
一般行政職

（円）
国の制度

行政職（一）　　（円）

高 校 卒 150,600 150,600

短 大 卒 163,100 163,100

大 学 卒 182,200 182,200

区 分

令 和 3 年 4 月 1 日 現 在

令 和 2 年 4 月 1 日 現 在
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 ウ 級別職員数

備考　(　)内は、再任用職員数

（級別の基準となる職務）

区分 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級

一般行政職

部長又は次長
の職務

課長又は主幹
の職務

課長補佐の職
務

主査の職務 係長又は主任
の職務

主事の職務 主事補の職務

区　　分

令 和 3 年 4 月 1 日 現 在

令 和 2 年 4 月 1 日 現 在

構成比
（％）

職員数
（人）

級

計

１級

２級

３級

６級

７級

一般行政職

10
(  )

(  )
2

(  )
2

４級

５級

(  )
20.0
(  )
30.0

(  )
3

20.0
(  )
2

(  )

(  )

(  )
1

(  ) (  )

100.0
(  )

100.0
(  )

(  )
20.0

30.0
(  )
20.0
(  )
10.0

(  )

20.0
(  )
10.0
(  )

10
(  )

(  )
2

(  )(  )

(  )
20.0
(  )

(  )

(  )
2

(  )

(  )

3
(  )
2

(  )
1

１級

計

７級

６級

５級

４級

３級

２級

-35-



　エ　昇給

10

区 分 合計

10

代 表 的 な 職 種

1号給（人）
1010

一 般 行 政 職
職員数　（Ａ）（人）

号給数別内訳

8号給（人）
 
9
 
1
 

比率　（Ｂ）／（Ａ）（％）

昇給に係る職員数　（Ｂ）（人）
職員数　（Ａ）（人）

4号給（人）

昇給に係る職員数　（Ｂ）（人）

6号給（人）

2号給（人）
3号給（人）

比率　（Ｂ）／（Ａ）（％）

号給数別内訳

8号給（人）
6号給（人）
4号給（人）
3号給（人）
2号給（人）
1号給（人）

本

年

度

前

年

度

100.0
 
 
9
 
1
 
10

1

9

100.0

9

10
100.0

 

1

100.0

10
10
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　オ　期末手当・勤勉手当

６月（月分） １２月（月分）

(1.175) (1.175) (2.350)

2.225 2.225 4.450

(1.175) (1.175) (2.350)

2.250 2.250 4.500

(1.175) (1.175) (2.350)

2.225 2.225 4.450

備考　(　)内は、再任用職員の支給率

　カ　定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分
２０年勤続の者

（月別）
２５年勤続の者

（月別）
３５年勤続の者

（月別）
最高限度
（月別）

その他の
加算措置

備 考

支給率 24.586875 33.27075 47.709 47.709
定年前早期

退職特例措置
（2 ～45%加算)

国の制度
（支給率）

24.586875 33.27075 47.709 47.709
定年前早期

退職特例措置
（2 ～45%加算)

　キ　特殊勤務手当

　ク　その他の手当

国 の 制 度 有

異   な   る

同　　　　じ

市税事務従事職員の特殊勤務手当

扶 養 手 当

通 勤 手 当

同　　　　じ

住 居 手 当 支給対象となる家賃額の下限

差 異 の 内 容

代表的な特殊勤務手当の名称

0.2

30.0

区 分 国 の 制 度 と の 異 同

給料総額に対する比率 （％）

支給対象職員の比率 （％）
（ 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 現 在 ）

なし

一 般 行 政 職

本 年 度 有

0.2

30.0

前 年 度 有

備 考

退 職 時
特 別 昇 給

区 分

支給率計
（月分）

なし

支 給 期 別 支 給 率 職 制 上 の 段 階 、 職 務 の
級 等 に よ る 加 算 措 置

区 分

全 職 員
代 表 的 な 職 種

-37-
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令 和 ３ 年 度 

 

 

 

阿波市後期高齢者医療特別会計予算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徳 島 県 阿 波 市 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 議案第８号 

 

令和３年度阿波市後期高齢者医療特別会計予算 

 

 令和３年度阿波市の後期高齢者医療特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ５２９，４０８千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表歳入歳出予算」による。 

 

 

     令和３年２月１５日提出 

 

                   阿波市長  藤 井 正 助 
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予 算 に 関 す る 説 明 書
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令 和 ３ 年 度 

 

 

 

阿波市農業集落排水事業特別会計予算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徳 島 県 阿 波 市 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 議案第９号 

 

令和３年度阿波市農業集落排水事業特別会計予算 

 

 令和３年度阿波市の農業集落排水事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１５０，９５７千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表歳入歳出予算」による。 

 （地方債） 

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，「第２表地方債」による。 

 （一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，

１０，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は，次のとおりと定める。 

 (1) 各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費

の各項の間の流用 

 

 

     令和３年２月１５日提出 

 

                   阿波市長  藤 井 正 助 
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第２表　　地 方 債

     （単位：千円)

起　債　の　目　的 限度額 起債の方法 利  率 償 還 の 方 法

下 水 道 債
（ 農 業 集 落 排 水
補 助 事 業 下 水 道 債 ）

5,400      

下 水 道 債
（公営企業会計適用債）

12,500     

計 17,900     

証書借入

 

 5.0％以内
（ただし,利率
見直し方式で借
り入れる政府資
金，地方公共団
体金融機構資金
及び銀行等引受
資金について,
利率の見直しを
行った後におい
ては当該見直し
後の利率）

　借入先の融通
条件による。た
だし，市財政の
都合により，据
置期間及び償還
期限を短縮し，
もしくは繰上償
還又は低利に借
換えすることが
できる。
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予 算 に 関 す る 説 明 書
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地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び

当該年度末における現在高の見込みに関する調書　　　

当 該 年 度 中
起 債 見 込 額

当該年度中元金
償 還 見 込 額

千円 千円 千円 千円 千円

509,680 444,378 17,900 71,208 391,070
　下水道事業債

当 該 年 度 末
現在高見込額

前 前 年 度 末
現 在 高

前 年 度 末
現在高見込額

当該年度中増減見込み
区 分
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令 和 ３ 年 度 

 

 

 

阿波市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徳 島 県 阿 波 市 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 議案第１０号 

 

令和３年度阿波市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 

 

 令和３年度阿波市の住宅新築資金等貸付事業特別会計の予算は，次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１，９２３千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表歳入歳出予算」による。 

 

 

 

     令和３年２月１５日提出 

 

                   阿波市長  藤 井 正 助 
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令 和 ３ 年 度 

 

 

 

阿波市介護保険特別会計予算書 
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 議案第１１号 

 

令和３年度阿波市介護保険特別会計予算 

 

 令和３年度阿波市の介護保険特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ４，４８５，７０１千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，

２００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は，次のとおりと定める。 

 (1) 各項に計上した給料，職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合にお

ける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

(2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内での

これらの経費の各項の間の流用 

 

 

     令和３年２月１５日提出 

 

                   阿波市長  藤 井 正 助 
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給　与　費　明　細　書

１．特別職

期末手当
（千円）
年間支給率
（月分）

長 等

議 員

その他の
特 別 職

21 261 261 261

計 21 261 261 261

長 等

議 員

その他の
特 別 職

21 261 261 261

計 21 261 261 261

長 等

議 員

その他の
特 別 職

0 0 0 0

計 0 0 0 0

給 与 費

共 済 費
（ 千 円 ）

合 計
（千円）

本

年

度

前

年

度

比

較

区 分 備 考報 酬
（千 円）

給 料
（千円）

そ の 他
の 手 当
（千円）

計
（千円）

職員数
（人）
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２．一般職

（１）　総括

報 酬
（千円）

給 料
（ 千 円 ）

職員手当
（千円）

計
（千円）

(2)

33 27,553 70,591 39,901 138,045 21,245 159,290

(0)

33 29,410 63,349 36,552 129,311 20,116 149,427

(2)

0 △ 1,857 7,242 3,349 8,734 1,129 9,863

備考　(　)内は、再任用職員数

区 分
扶養手当
（千円）

住 居 手 当
（ 千 円 ）

通勤手当
（千円）

時間外勤務手当

（千円）
管理職手当
（ 千 円 ）

期末勤勉手当
（ 千 円 ）

児童手当
（千円）

本 年 度 498 570 992 2,981 897 33,723 240

前 年 度 876 576 806 3,014 498 30,362 420

比 較 △ 378 △ 6 186 △ 33 399 3,361 △ 180

区 分
管理職特別
勤 務 手 当
（ 千 円 ）

特殊勤務手当
（ 千 円 ）

その他の手当
（ 千 円 ）

地域手当
（千円）

本 年 度

前 年 度

比 較

（２）　給料及び職員手当の増減額の明細

区 分
増 減 額
（千円）

7,242

区 分
増 減 額
（千円）

△ 296

3,645

共 済 費
（千円）

合 計
（千円）

制度改正に伴う増減分

その他の増減分 異動等による増

給与改定率      %

備 考区 分

職 員 手 当
の 内 訳

増減事由別内訳（千円） 説 明 備 考

職 員 数
（ 人 ）

給 与 費

本 年 度

前 年 度

説 明 備 考

異動等による増

増減事由別内訳（千円）

比 較

給 料

職 員 手 当

7,242

3,349

給与改定に伴う増減分

その他の増減分

昇給に伴う増減分
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（３）　給料及び職員手当の状況

　ア　職員１人当たり給与

一 般 行 政 職

平 均 給 料 月 額 （ 円 ） 304,855

平 均 給 与 月 額 （ 円 ） 318,072

平 均 年 齢 （ 歳 ） 40.1

平 均 給 料 月 額 （ 円 ） 310,527

平 均 給 与 月 額 （ 円 ） 324,063

平 均 年 齢 （ 歳 ） 41.5

　イ　初任給

区 分
一般行政職

（円）
国の制度

行政職（一）　　（円）

高 校 卒 150,600 150,600

短 大 卒 163,100 163,100

大 学 卒 182,200 182,200

区 分

令 和 3 年 4 月 1 日 現 在

令 和 2 年 4 月 1 日 現 在
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 ウ 級別職員数

備考　(　)内は、再任用職員数

（級別の基準となる職務）

区分 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級

一般行政職

部長又は次
長の職務

課長又は主
幹の職務

課長補佐の
職務

主査の職務 係長又は主
任の職務

主事の職務 主事補の職
務

令 和 3 年 4 月 1 日 現 在

令 和 2 年 4 月 1 日 現 在

３級

２級

１級

計

２級

７級

６級

区　　分
級

７級

６級

５級

４級

一般行政職

構成比
（％）
(  )

7

５級

４級

３級

(  )
2

１級

1
(  )
8

(  )

計

職員数
（人）
(  )

(  )
2

(  )

(  )

(  )

( 100.0 )
11.1

(  )

( 2 )
2

(  )
11.1
(  )
38.9
(  )

(  )
11.1
(  )
27.8

( 2 )
18

( 100.0 )
100.0

(  )
5

(  )
3

17
(  )
3

(  )
2

(  )

100.0
(  )
17.6
(  )
11.8
(  )

5.9
(  )

(  )

17.6
(  )

(  )
47.1
(  )
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　エ　昇給

100.0

100.0

15

2

17
17

18

1

18

17

17

18
18

100.0
 
 
15
 
2
 
17

100.0
 
 
17

1
 

 

昇給に係る職員数　（Ｂ）（人）
職員数　（Ａ）（人）

号給数別内訳

本

年

度

比率　（Ｂ）／（Ａ）（％）

号給数別内訳

前

年

度
8号給（人）
6号給（人）
4号給（人）
3号給（人）

比率　（Ｂ）／（Ａ）（％）

昇給に係る職員数　（Ｂ）（人）
職員数　（Ａ）（人）

2号給（人）
1号給（人）

代 表 的 な 職 種
一 般 行 政 職

合 計区 分

8号給（人）
6号給（人）
4号給（人）
3号給（人）
2号給（人）
1号給（人）
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　オ　期末手当・勤勉手当

６月（月分） １２月（月分）

(1.175) (1.175) (2.350)

2.225 2.225 4.450

(1.175) (1.175) (2.350)

2.250 2.250 4.500

(1.175) (1.175) (2.350)

2.225 2.225 4.450

備考　(　)内は、再任用職員の支給率

　カ　定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分
２０年勤続の者

（月別）
２５年勤続の者

（月別）
３５年勤続の者

（月別）
最高限度
（月別）

その他の
加算措置

備 考

支給率 24.586875 33.27075 47.709 47.709
定年前早期

退職特例措置
（2 ～45%加算)

国の制度
（支給率）

24.586875 33.27075 47.709 47.709
定年前早期

退職特例措置
（2 ～45%加算)

　キ　特殊勤務手当

　ク　その他の手当

支 給 期 別 支 給 率

住 居 手 当

備 考

退 職 時
特 別 昇 給

なし

区 分

支給率計
（月分）

なし

全 職 員
代 表 的 な 職 種

区 分
職 制 上 の 段 階 、 職 務 の
級 等 に よ る 加 算 措 置

区 分 国 の 制 度 と の 異 同

代表的な特殊勤務手当の名称

有

給料総額に対する比率 （％）

支給対象職員の比率 （％）
（ 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 現 在 ）

一 般 行 政 職

前 年 度 有

国 の 制 度 有

本 年 度

通 勤 手 当

同　　　　じ

異   な   る

同　　　　じ

差 異 の 内 容

支給対象となる家賃額の下限

扶 養 手 当
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